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図書館情報

ゆ～とぴあ  NEWS

雄武町図書館（雄武町末広町二区）
☎0158‐84‐2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日、祝日）
休館日 月曜日、年末年始、

蔵書点検期間
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図書館ホームページ

今月の新着図書 Newly-imported books

ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル登
録者数 100 万人超え、大人気
ゲーム実況者ぷりっつが、パ
ンチある人生をさらけ出す。
幼少期から現在に至るまでの
ヒストリーや実況の裏側、普
段は恥ずかしいから話せない
真面目な話などを語る一冊。

それゆけ、天才

ぷりっつ/著

ねパンダ
主婦の友社/編集

頑張らない英語学習法（西澤ロイ）・おいしい牛乳
料理帳（浜内千波）・体が整うとっておきのしょう
がレシピ（森島土紀子）・木挽町のあだ討ち（永井
紗耶子）・無人島のふたり（山本文緒）・冬の霧（藤
原緋沙子）・孤独という道づれ（岸惠子）・風を結
う（あさのあつこ）・さよなら私のドッペルゲンガー

（新田漣）・エゴイスト（高山真）・母という呪縛 
娘という牢獄（齊藤彩） ほか

トイレでできた（北川真理子）・かたづけできた（北
川真理子）・どんないろがすき（100％ ORANGE）・
おうさまのとけい（たなかゆみこ）・小学館の図鑑 
乗りもの・税金で買った本 5（ずいの）・意味がわか
ると怖い4コマ1～3（湖西晶）・おおきく振りかぶっ
て 36（ひぐちアサ）・名探偵コナン劇場版アニメコ
ミックハロウィンの花嫁 上下（青山剛昌）・昭和天
皇物語 11（能條純一） ほか

一般図書（      ）（      ） 児童図書（      ）（      ）

寝ているパンダに癒やされ
る！ 上野動物公園、神戸市立
王子動物園、アドベンチャー
ワールドのパンダたちの、寝
顔ばかりを集めた写真集。パ
ンダたちの相関図や、ねパン
ダＱ＆Ａも掲載する、とって
もかわいい一冊です。

◉休館のお知らせ
蔵書点検作業のため、雄武町図書館を休館いたします。
休館中の図書の返却は「返却ポスト」をご利用ください。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

休館期間 5 月 30 日㈫～ 6 月 2 日㈮
・6 月 3 日㈯からは、通常どおり開館となります。

蔵書点検とは
蔵書点検とは、本が検索データと同じ場所に、

きちんとあるかどうかを確認する作業です。
当館では年に１回、蔵書点検を行っています。

暮らしの

年金情報
国民年金第１号被保険者の独自給付

◉ 付加年金
第１号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料（月額 400 円）をプラスして

納付すると、老齢基礎年金に付加保険料が上乗せされます。

◉ 寡婦年金
第１号被保険者として保険料を納めた期間および保険料免除期間が 10 年以上ある夫が亡く

なったときに、その夫と 10 年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時その夫に生計を維持さ
れていた妻に対して、その妻が 60 歳から 65 歳になるまでの間支給されます。

◉ 死亡一時金
第１号被保険者として保険料を納めた月数（４分の３納付月数は４分の３月、半額納付月数は

２分の１月、４分の１納付月数は４分の１月として計算）が 36 月以上ある人が、老齢基礎年金・
障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その人によって生計を同じくしていた遺族（配偶者・
子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中で優先順位の高い人）に支給されます。

問北見年金事務所お客様相談室 ☎０１５７ ‐ ２５ ‐ ８７０３（自動音声案内１→２）
問住民生活課戸籍住民係

国民年金第 1 号被保険者の独自給付として、付加年金や寡婦年金、死亡一時金があります。

・国民年金保険料の納付を免除されている人、国民年金基金に加入中の人は付加年金を納付でき
ません。

・付加年金の年金額は、200 円×付加保険料納付月数で計算し、2 年以上受け取ると、納めた
付加保険料以上の年金を受け取れます。

・付加保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
なお、納付期限を経過した場合でも、納付期限から２年間は付加保険料を納付することができ
ます。

・年金額は、夫の第１号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の４分の３の額です。
・亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
・妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

・死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて 12 万円～ 32 万円です。
・付加保険料を納めた月数が３６月以上ある場合は、8,500 円が加算されます。
・遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
・寡婦年金を受けられる場合は、どちらかを選択します。
・死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から

２年です。


